
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   時：令和３(2021)年８月１６日（月）～８月２７日（金） 

開催方法：書面開催（Web開催を含む） 

 



令和３(2021)年度 土木学会関東支部栃木会 総会 

 

次  第 

 

【日   時】：令和３(2021)年８月１６日（月）～８月２７日（金） 

【開催方法】：書面開催（Web 開催を含む） 

 

 

１  議  事  

第１号議案 土木学会関東支部栃木会規約変更（案） ・・・P1 

 平成29年度に関東支部から分会会則統一化の方針が示され、本会も昨

年度から規約の変更を進めております。今年度も関東支部商議員会の

指摘事項に沿った変更案についてお諮りします。修正箇所について

は、下線を付し、新旧対照表の形で示しております。 

第２号議案 会員の退会について ・・・資料なし 

 株式会社大成技研様、株式会社中山建設様より退会届が提出されまし

た。また、規約第 8条(1)に従い、個人会員菊地雅彦様（海外在住のた

め連絡が難しい）を会員資格の喪失と判断しました。 

第３号議案 令和３(2021)年度役員改選について ・・・P8 

 事務局案です。資料の中で（新）は新任の方、（再）は再任の方をそ

れぞれ示しております。表示のない方は任期中です。 

いずれの議案についても、令和３年度第 1 回幹事会において同意が得られてお

ります。 

２  報告事項  

第１号 令和２(2020)年度事業報告について ・・・P9 

第２号 令和２(2020)年度会計収支決算について ・・・P11 

第３号 令和２(2020)年度会計監査報告について ・・・P13 

第４号 令和３(2021)年度事業計画について ・・・P14 

第５号 令和３(2021)年度会計収支予算について ・・・P15 
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土木学会関東支部栃木会会則  

 （名称）  

第１条  この会は、土木学会関東支部栃木会（以下「本会」と称する。）とい

う。  

 （目的）  

第２条  本会は、土木工学及び土木事業に関する活動（事業）を行うことによ

り、土木工学の進歩及び土木事業の発展に寄与することを目的とする。  

 （事業）  

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。  

 (1) 土木工学及び土木事業に関する技術研究発表会、講演会、講習会及び視察

見学会等の実施  

 (2) 土木工学及び土木事業に関する調査、研究及び奨励、援助に関する事業  

 (3) 土木工学及び土木事業に関する図書、その他資料の収集及び保管に関する

事業  

 (4) 土木工学及び土木事業の普及、広報に関する事業  

 (5) 会員相互の親睦に関する事業  

 (6) その他本会の目的達成に必要な事業  

 （会員）  

第４条  本会の会員は、次の４種とする。  

 (1) 正 会 員          本会の目的に賛同し、栃木県内に在住または勤務する土木学会

の会員（正会員、フェロー会員、名誉会員）  

 (2) 学生会員  栃木県内の教育機関において、土木工学の課程を習得中の土木

学会の学生会員  

 (3) 個人会員  本会の目的に賛同する個人  

 (4) 団体会員  本会の目的に賛同する団体  

  （入会と会費）  

第５条  会員となるには、別に定める入会申込書に必要事項を記入提出し、幹事

会の承認を得なければならない。  

２  会員は、次の会費を納入しなければならない。  

 (1) 正 会 員          土木学会正会員のため、会費を免ずる。  

 (2) 学生会員  土木学会学生会員のため、会費を免ずる。  
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 (3) 個人会員  年会費   2,000 円とする。  

 (4) 団体会員  年会費１口 10,000 円とする。  

  （退会）  

第６条  会員は、次の場合に退会する。  

(1)  第４条各号に規定する資格をそれぞれ失ったとき。  

(2)  会員の氏名あるいは団体名、退会する旨と退会時期を明記した退会届

（書式自由）を提出の上、幹事会の承認を得たとき。  

（除名）  

第７条  本会は、次の場合には、総会の決議によって当該会員を除名することが

できる。  

(1)  会員が本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたとき。  

（会員資格の喪失）  

第８条  前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき

は、その資格を喪失する。  

(1)  第５条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。  

(2)  破産したとき。  

(3)  当該個人会員が死亡し又は当該団体会員が解散したとき。  

 （役員）  

第９条  本会は、次の役員を置く。  

 (1) 会    長   １名  

 (2) 副  会  長   若干名  

 (3) 幹  事  長   １名  

 (4) 副 幹 事 長       １名  

 (5) 幹    事   若干名  

 (6) 事 務 局 長       １名  

 (7) 事務局次長   １名  

 (8) 会 計 監 事              ２名  

 （役員の選任）  

第 10 条   役員の選任方法は次のとおりとする。  

 (1) 会長及び副会長は、正会員の中から総会において選任する。  

 (2) 幹事長、副幹事長及び幹事は、会長が推薦し、総会の承認を得て決定す
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る。  

 (3) 事務局長及び事務局次長は会長が委嘱する。  

 (4) 会計監事は、総会において選任する。  

 （役員の職務）  

第 11 条  役員の職務は、次のとおりとする。  

 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会の議長となる。  

(2)   副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理す

る。  

 (3) 幹事長は、会長の意を受けて幹事会を開き、本会の運営に当たる。  

 (4) 副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長に事故のあるときには、その職務を代

理する。  

 (5) 幹事は、幹事会の定めるところに従い会務の執行に当たる。  

 (6) 事務局長は、会長の指揮を受け本会の事務を処理し、会務の運営に当た

る。  

 (7) 事務局次長は、局長を補佐し局長に事故のあるときには、その職務を代理

する。  

 (8) 会計監事は、本会の会計監査を行う。  

 （役員の任期）  

第 12 条   役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。  

 （顧問）  

第 13 条   本会は、顧問を若干名置くことができる。  

２  顧問は、幹事会の同意を得て会長が委嘱する。  

３  顧問は、会長の諮問に応ずる。  

４  顧問に関する内規は、幹事会が定める。  

 （会議）  

第 14 条  会議は、総会、幹事会とし、総会は会長が招集し、幹事会は幹事長が招

集する。  

２  総会は、毎年度当初及び必要に応じて開催し、議長は会長がこれに当たる。  

３  総会は、会員の２分の１以上の出席で成立する。  

４  票決権は正会員・学生会員・個人会員は１名１票、団体会員は１口５票と

し、決定に当たっては、出席者の過半数以上の同意を得るものとする。  
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５  幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成し、議長は幹事長が当たる。  

６  幹事長は、必要と認めるときは、部会を設けることができる。  

  （事業計画、収支予算及び決算）  

第 15 条  本会の事業計画、収支予算および決算は、会長が作成し、幹事会の過半

数以上の同意を得て決定し、年度当初の総会において報告する。  

 （経費等）  

第 16 条   本会の経費は、会費、関東支部からの交付金、援助金及び寄附金等を

もって充てる。  

  （会計年度）  

第 17 条  会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。  

  （会則の変更）  

第 18 条  この会則の変更は、総会の議決を経て、関東支部商議員会の承認を得な

ければならない。  

 （事務局）  

第 19 条  本会は宇都宮大学地域デザイン科学部に事務局を置く。  

２  事務局は、事務局長の指揮をうけ本会の事務を処理する。  

３  事務局には、若干名の事務局員を置く。  

  （付則）  

１  この会則は、平成８年 10 月 18 日から施行する。  

２  初年度の会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計監事は、本会設立  

 準備会で推薦し、設立総会で選任する。  

３  この変更会則は、令和２年９月５日から施行する。  

４  この変更会則は、令和３年９月１日から施行する。  
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土木学会関東支部栃木会規約変更（案）  新旧対照条文（変更箇所のみ） 
                                                         

                                                    アンダーラインは変更箇所 

 

改   正    （案） 現    行  

土木学会関東支部栃木会会則 

 

（名称）第１条 （略） 

 

（目的） 

第２条 本会は、土木工学及び土木事業に関する活動（事業）を行うこと

により、土木工学の進歩及び土木事業の発展に寄与することを目的とす

る。 

 

（事業）第３条 ～ （顧問）第１３条 （略） 

 

（会議） 

第14条 （略） 

２ 総会は、毎年度当初及び必要に応じて開催し、議長は会長がこれに当

たる。 

３ 総会は、会員の２分の１以上の出席で成立する。 

４ 票決権は正会員・学生会員・個人会員は１名１票、団体会員は１口５

票とし、決定に当たっては、出席者の過半数以上の同意を得るものとす

る。 

５ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成し、議長は幹事長が当た

る。 

６ 幹事長は、必要と認めるときは、部会を設けることができる。 

 

（事業計画、収支予算及び決算）第15条 （略） 

 

（経費等） 

第16条  本会の経費は、会費、関東支部からの交付金、援助金及び寄附

金等をもって充てる。 

土木学会関東支部栃木会規約 

 

（名称）第１条 （略） 

 

（目的） 

第２条 本会は、土木工学の進歩及び土木事業の発展に寄与することを目

的とする。 

 

 

（事業）第３条 ～ （顧問）第１３条 （略） 

 

（会議） 

第14条 （略） 

２ 総会は、毎年度当初及び必要に応じて開催し、議長は会長がこれに当

たる。 

  なお、票決権は正会員・学生会員・個人会員は１名１票、団体会員は

１口５票とし、決定に当たっては、出席者の過半数以上の同意を得るもの

とする。 

 

３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成し、議長は幹事長が当た

る。 

４ 幹事長は、必要と認めるときは、部会を設けることができる。 

 

（事業計画、収支予算及び決算）第15条 （略） 

 

（経費等） 

第16条  本会の経費は、会費、援助金及び寄附金等による。 
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（会計年度）第17条 （略） 

 

（会則の変更） 

第18条 この会則の変更は、総会の議決を経て、関東支部商議員会の承認

を得なければならない。 

 

（事務局）第19条 （略） 

 

（付則） 

１ この会則は、平成８年10月18日から施行する。 

２ （略） 

３ この変更会則は、令和２年９月５日から施行する。 

４ この変更会則は、令和３年９月１日から施行する。 

（会計年度）第17条 （略） 

 

（規約の変更） 

第18条 この規約の変更は、総会の同意を得なければならない。 

 

 

（事務局）第19条 （略） 

 

（付則） 

１ この規約は、平成８年10月18日から施行する。 

２ （略） 

３ この変更規約は、令和２年９月５日から施行する。 

（新設） 

 

第１号議案

7



役　員 員  数 令和２(2020)年度 備  考

会  長 1名 藤原　浩已 （宇都宮大学教授） 藤原　浩已 総会で選任

山岡　暁 （宇都宮大学教授） 山岡　暁

(新) 田城　　　均 （栃木県県土整備部長） 熊倉　一臣

(再) 谷黒　克守 （栃木県建設業協会会長） 谷黒　克守

幹事長 1名 末武　義崇 （足利大学副学長） 末武　義崇
会長推薦
総会承認

副幹事長 1名 益子　崇 （栃木県県土整備部次長） 益子　崇
会長推薦
総会承認

大森　宣暁 （宇都宮大学教授） 大森　宣暁

藤倉　修一 （宇都宮大学准教授） 藤倉　修一

菅野　光広 （宇都宮工業高等学校長） 菅野　光広

井上　啓 （国土交通省宇都宮国道事務所長） 井上　啓

塚本　一三 （国土交通省渡良瀬川河川事務所長） 塚本　一三

上野　寿幸 （栃木県県土整備部技術管理課長） 上野　寿幸

相良　芳隆 （ＣＣＩとちぎ委員・栃木県法面保護施設業協会） 相良　芳隆

小野﨑　忠 （栃木県建設業協会常務理事　） 小野﨑　忠

(再) 岩澤　理夫 （栃木県舗装協会会長） 岩澤　理夫

堀江　育男 （栃木県測量設計業協会会長） 堀江　育男

(新) 青柳　高行 （宇都宮市建設技術協会会長） 高橋　功

(再) 花澤　繁 （足利市建設技術協会会長） 花澤　繁

(新) 須郷　幹雄 （小山市建設技術協会会長） 淺見　知秀

(再) 越石　彰 （佐野市建設技術協会会長） 越石　彰

柴　誠 （栃木県県土整備部参事兼宇都宮土木事務所長） 柴　誠

(再) 見目　正明 （建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会栃木地域委員長） 見目　正明

事務局長 1名 清木　隆文 （宇都宮大学准教授） 清木　隆文

事務局次長 1名 藤島　博英 （足利大学講師） 藤島　博英

星野　章 （元栃木県土木部長） 星野　章

渋沢　芳弥 （元栃木県道路公社理事長） 渋沢　芳弥

関口　行雄 （元栃木県土木部長） 関口　行雄

古池　弘隆 （宇都宮共和大学教授） 古池　弘隆

池田　猛 （元栃木県県土整備部長） 池田　猛

池澤　昭 （元栃木県県土整備部長） 池澤　昭

加藤　陽 （元とちぎ建設技術センター理事長） 加藤　陽

熊倉　雄一 （元栃木県県土整備部長） 熊倉　雄一

黒井　登起雄 （足利大学名誉教授） 黒井　登起雄

中島　章典 （宇都宮大学名誉教授） 中島　章典

顧  問 若干名
会長委嘱
幹事会の同
意

会長委嘱

会計監事 2名 総会で選任

幹  事 若干名
会長推薦
総会承認

副会長 若干名 総会で選任

令和３(2021)年度役員一覧（案）

令和３(2021)年度
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令和２(2020)年度 事業報告 

        ※【 】内は、担当部会 

 

１ 幹事会・総会の開催   【事務局・企画運営部会】 

(ア) 第 1回 幹事会の開催 

日 時：令和２(2020)年６月２９日（月）～令和２(2020)年７月１０日（金） 

場 所：書面開催（Web開催を含む） 

概 要：令和元(2019)年度事業活動内容、収支決算及び令和２(2020)年度事業計画（案）、 

収支予算（案）等について審議を行い、総会時の議案を決定した。 

(イ) 総会の開催 

日 時：令和２(2020)年８月２４日（月）～令和２(2020)年９月４日（金） 

場 所：書面開催（Web開催を含む） 

議事・報告事項：役員改選、事業報告、会計収支決算報告、会計監査報告、新年度の事業計画、 

会計収支予算 

参加者：９３名（委任状含む） 

 

２ 講演会・意見交換会の実施 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、講演会、意見交換会は中止した。 

 

３ エクスカーションの実施 

日 時：令和２(2020)年１１月１４日（土） 

場 所：いろは坂、イタリア・英国大使館別荘記念公園、華厳の滝、所野第一発電所 

出席者：２６名 

概 要：一般県民を対象に、公共事業の役割や歴史的遺産の理解を深めるため、土木遺産等の

見学会を実施した。 

 

４ 講習会等の開催・支援 

(ア) 技術講習会：中止 

(イ) 各種事業への支援・参加・協賛：実施なし 

 

５ 「土木の日」イベント事業の実施 

日 時：令和２(2020)年１１月６日（金） 

場 所：栃木県総合文化センター サブホール 

出席者：２４７名 

概 要：「土木の日」のＰＲおよび県内の土木事業及び土木工学の発展に寄与するため、栃木県

魅力ある建設事業推進協議会、栃木県建設技術協会との共催により、「土木学会選奨

土木遺産認定書授与式」および「第３８回研究発表会」を実施した。 

・ 土木学会選奨土木遺産認定箇所：日光いろは坂（第 1・第 2） 

施設管理者：栃木県日光土木事務所 

・ 技術研究発表の内容：土木技術の向上に関する調査、研究、事例の発表を産業関係者から２

件、学校関係者から２件、官庁関係者から６件の計１０件の発表を行った。 

６ 広報活動の積極的な展開 

(ア) 新年度の会員名簿を作成し、会員に配布した。（令和２(2020)年１１月４日（水）） 

報告事項第１号
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令和２(2020)年度 事業報告（活動状況） 

【エクスカーション】  

  

【「土木の日」の集い並びに第 38回研究発表会・藤原会長挨拶】 

  

【選奨土木遺産認定書授与式】  

  

【研究発表会】  

 

 

第１号議案
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（単位：円）

勘定科目 R02予算額 R02決算額 増減 備考

Ⅰ 収入の部

 1 特定資産運用収入 0 0 0

   ・特定資産運用収入 0 0 0

 2 会費収入 2,468,000 2,170,000 298,000

   ・個人 24,000 20,000 4,000 個人会員10人×2,000円

   ・法人 2,170,000 2,110,000 60,000 法人会員211口×10,000円

   ・前年度未収金 274,000 40,000 234,000 2019(R01)分未収金

 3 事業収入 860,000 0 860,000

   ・意見交換会 700,000 0 700,000

 　・ｴｸｽｶｰｼｮﾝ 160,000 0 160,000 参加者負担金21名×2,000円、支出分と相殺

 4 補助金・負担金・寄付金収入 0 0 0

   ・負担金収入 0 0 0 土木の日の集い

 5 雑収入 328 36 292

   ・雑収入 328 36 292 利息等

 6 繰入金収入 3,359,672 4,413,599 △ 1,053,927

　 ・前期繰越収支差額 2,559,672 3,613,599 △ 1,053,927

うち預金 3,611,599 減価償却用含む

うち未収入金 2,000

   ・関東支部交付金 800,000 800,000 0

事業活動収入計(A) 6,688,000 6,583,635 104,365

Ⅱ 支出の部

 1 事業費 4,962,000 1,103,720 3,858,280

   ・調査研究活動 600,000 0 600,000

   ・意見交換会 0 0 0

   ・会員名簿作成 400,000 145,510 254,490

   ・講習会等 350,000 16,790 333,210

   ・エクスカーション 1,100,000 527,910 572,090

   ・助成事業等 600,000 0 600,000

   ・広報活動 700,000 297,330 402,670 ＨＰ更新等

　・土木遺産ガイドブック作成 200,000 0 200,000

   ・予備費 962,000 114,180 847,820 Ｒ０２予算余剰想定分の繰入

   ・雑費 0 2,000 △ 2,000 R01会費未収分(雑損失)

   ・記念事業積立 50,000 0 50,000

 2 管理費 976,000 7,128 968,872

   ・旅費交通費 100,000 0 100,000

   ・備品消耗品費 94,000 5,338 88,662

   ・通信費 150,000 1,790 148,210 ＰＣ用通信費

   ・会議費 632,000 0 632,000 諸会議

 3 繰出金 750,000 370,852 379,148

　・他会計繰出金(特別会計) 700,000 370,852 329,148 特別会計（土木の日）へ繰出し

  ・記念事業積立（特別会計） 50,000 0 50,000
25周年記念事業(2ヶ年分)
50,000×2＝100,000

事業活動支出計(B) 6,688,000 1,481,700 5,206,300

事業活動収支差額(Ｃ) 0 5,101,935 △ 5,101,935 （Ｃ）＝(A)－(B)

令和2(2020)年度　会計収支決算書【一般会計】

報告事項第２号
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（単位：円）

勘定科目 R02予算額 R02決算額 増減 備考

Ⅰ 収入の部

 1 繰入金収入 700,000 370,852 329,148

   ・繰入金収入 700,000 370,852 329,148 一般会計から繰入

　 ・前期繰越収支差額 0 0 0

事業活動収入計(A) 700,000 370,852 329,148

Ⅱ 支出の部

 1 事業費 700,000 370,852 329,148

   ・行事費 650,000 366,132 283,868

   ・広報費 25,000 2,420 22,580

   ・委員会費 0 0 0

   ・通信費 5,000 0 5,000

   ・備品消耗品費 5,000 0 5,000

   ・雑費 10,000 2,300 7,700

   ・予備費 5,000 0 5,000

事業活動支出計(B) 700,000 370,852 329,148

事業活動収支差額(Ｃ) 0 0 0 （Ｃ）＝(A)－(B)

（単位：円）

勘定科目 R02予算額 R02決算額 － 備考

Ⅰ 収入の部

 1 繰入金収入 150,000 0 －

   ・繰入金収入 50,000 0 － 一般会計から繰入（1ヶ年分）

　 ・前期繰越収支差額 100,000 0 －

事業活動収入計(A) 150,000 0 －

Ⅱ 支出の部

 1 事業費 0 0 －

   ・行事費 0 0 －

   ・広報費 0 0 －

   ・委員会費 0 0 －

   ・通信費 0 0 －

   ・備品消耗品費 0 0 －

   ・雑費 0 0 －

   ・予備費 0 0 －

事業活動支出計(B) 0 0 －

事業活動収支差額(Ｃ) 150,000 0 － （Ｃ）＝(A)－(B)

※　２５周年記念事業特別会計については、支出を行わず全額次年度への積立とする。

令和2(2020)年度　会計収支決算書【特別会計】
土木の日

令和2(2020)年度　会計収支決算書【特別会計】
25周年記念事業

報告事項第２号
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報告事項第３号
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令和３(2021)年度 事業計画 

 

１ 総会の開催 

(ア) 日 時   令和３(2021)年８月１６日（月）～令和３(2021)年８月２７日（金） 

(イ) 場 所   書面開催（Web開催を含む） 

(ウ) 議事・報告事項  規約の変更、役員改選、事業報告、会計収支決算報告、会計監査報告、 

        新年度の事業計画、会計収支予算 

 

２ 講演会・意見交換会 

(ア) 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和３年度の講演会、意見交換会は中止す

る。 

 

３ エクスカーションの実施 

(ア) エクスカーション 地域の自然や歴史、文化とともに社会資本に触れる体験型の見学会を 

一般者も対象に実施する。 

 

４ 幹事会 

(ア) 幹事会の開催  令和３(2021)年６月２１日（月）～令和３(2021)年７月２日（金） 

(イ) 場 所   書面開催（Web開催を含む） 

 

５ 広報活動の積極的な展開 

(ア) 土木工学及び土木事業の普及・広報のためホームページ等で積極的な広報活動を行う。 

(イ) 新年度の会員名簿を作成し、会員に配布する。 

 

６ 「土木の日」イベント事業・技術研究発表会の開催 

例年１１月に、１１月１８日の「土木の日」のＰＲのため、「栃木県魅力ある建設事業推進協

議会」との共催により、宇都宮市内において講演会等を実施し、併せて、県内の土木事業及

び土木工学の発展に寄与するため、「技術研究発表会」を「栃木県建設技術協会」との共催

により開催する。 

  

７ 各種講習会、シンポジウム等への参加・支援 

  土木工学に関する各種講演会、シンポジウム、学生イベント等へ積極的に参加又は支援する。 

(ア) 各種シンポジウムへの協賛。 

(イ) 各種研究発表会等への参加・支援。 

(ウ) 会員の技術力向上を目的とした「技術講習会」の実施。 

(エ) 小中学校を対象に土木に関連した題材で「総合学習」等の実施及びその支援。 

 

 

 

 

報告事項第４号
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（単位：円）

勘定科目 R03予算額 R02予算額 増減 備考

Ⅰ 収入の部

 1 特定資産運用収入 0 0 0

   ・特定資産運用収入 0 0 0

 2 会費収入 2,186,000 2,468,000 △ 282,000

   ・個人 22,000 24,000 △ 2,000 個人会員11人×2,000円

   ・法人 2,130,000 2,170,000 △ 40,000 法人会員209口×10,000円

   ・前年度未収金 34,000 274,000 △ 240,000 2020(R02)分未収金

 3 事業収入 60,000 860,000 △ 800,000

   ・意見交換会 0 700,000 △ 700,000

 　・ｴｸｽｶｰｼｮﾝ 60,000 160,000 △ 100,000 参加者負担金30名×2,000円を想定

 4 補助金・負担金・寄付金収入 0 0 0

   ・負担金収入 0 0 0 土木の日の集い

 5 雑収入 36 328 △ 292

   ・雑収入 36 328 △ 292 利息等

 6 繰入金収入 5,901,935 3,359,672 2,542,263

　 ・前期繰越収支差額 5,101,935 2,559,672 2,542,263 減価償却費用及びR02までの未収金を含む

   ・関東支部交付金 800,000 800,000 0

事業活動収入計(A) 8,147,971 6,688,000 1,459,971

Ⅱ 支出の部

 1 事業費 6,303,971 4,962,000 1,341,971

   ・調査研究活動 600,000 600,000 0

   ・意見交換会 0 0 0

   ・会員名簿作成 400,000 400,000 0

   ・講習会等 600,000 350,000 250,000

   ・エクスカーション 1,200,000 1,100,000 100,000

   ・助成事業等 400,000 600,000 △ 200,000

   ・広報活動 800,000 700,000 100,000 ＨＰ更新等

　・土木遺産ガイドブック作成 200,000 200,000 0

   ・予備費 2,053,971 962,000 1,091,971 Ｒ０２予算余剰分の繰入

   ・雑費 0 0 0

   ・記念事業積立 50,000 50,000 0

 2 管理費 1,094,000 976,000 118,000

   ・旅費交通費 100,000 100,000 0

   ・備品消耗品費 94,000 94,000 0

   ・通信費 300,000 150,000 150,000 ＰＣ用通信費

   ・会議費 600,000 632,000 △ 32,000 諸会議

 3 繰出金 750,000 750,000 0

　・他会計繰出金(特別会計) 700,000 700,000 0 特別会計（土木の日）へ繰出し

  ・記念事業積立（特別会計） 50,000 50,000 0
25周年記念事業(3ヶ年分)
50,000×3＝150,000

事業活動支出計(B) 8,147,971 6,688,000 1,459,971

事業活動収支差額(Ｃ) 0 0 0 （Ｃ）＝(A)－(B)

令和3(2021)年度　会計収支予算書【一般会計】

報告事項第５号
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（単位：円）

勘定科目 R03予算額 R02予算額 増減 備考

Ⅰ 収入の部

 1 繰入金収入 700,000 700,000 0

   ・繰入金収入 700,000 700,000 0 一般会計から繰入

　 ・前期繰越収支差額 0 0 0

事業活動収入計(A) 700,000 700,000 0

Ⅱ 支出の部

 1 事業費 700,000 700,000 0

   ・行事費 650,000 650,000 0

   ・広報費 25,000 25,000 0

   ・委員会費 0 0 0

   ・通信費 5,000 5,000 0

   ・備品消耗品費 5,000 5,000 0

   ・雑費 10,000 10,000 0

   ・予備費 5,000 5,000 0

事業活動支出計(B) 700,000 700,000 0

事業活動収支差額(Ｃ) 0 0 0 （Ｃ）＝(A)－(B)

（単位：円）

勘定科目 R03予算額 R02予算額 － 備考

Ⅰ 収入の部

 1 繰入金収入 200,000 150,000 －

   ・繰入金収入 50,000 50,000 － 一般会計から繰入（1ヶ年分）

　 ・前期繰越収支差額 150,000 100,000 －

事業活動収入計(A) 200,000 150,000 －

Ⅱ 支出の部

 1 事業費 0 0 －

   ・行事費 0 0 －

   ・広報費 0 0 －

   ・委員会費 0 0 －

   ・通信費 0 0 －

   ・備品消耗品費 0 0 －

   ・雑費 0 0 －

   ・予備費 0 0 －

事業活動支出計(B) 0 0 －

事業活動収支差額(Ｃ) 200,000 150,000 － （Ｃ）＝(A)－(B)

※　２５周年記念事業特別会計については、支出を行わず全額次年度への積立とする。

令和3(2021)年度　会計収支決算書【特別会計】
土木の日

令和3(2021)年度　会計収支決算書【特別会計】
25周年記念事業

報告事項第５号
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土木学会関東支部栃木会規約  

 （名称）  

第１条  この会は、土木学会関東支部栃木会（以下「本会」と称する。）とい

う。  

 （目的）  

第２条  本会は、土木工学の進歩及び土木事業の発展に寄与することを目的とす

る。  

 （事業）  

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。  

 (1) 土木工学及び土木事業に関する技術研究発表会、講演会、講習会及び視察

見学会等の実施  

 (2) 土木工学及び土木事業に関する調査、研究及び奨励、援助に関する事業  

 (3) 土木工学及び土木事業に関する図書、その他資料の収集及び保管に関する

事業  

 (4) 土木工学及び土木事業の普及、広報に関する事業  

 (5) 会員相互の親睦に関する事業  

 (6) その他本会の目的達成に必要な事業  

 （会員）  

第４条  本会の会員は、次の４種とする。  

 (1) 正 会 員          本会の目的に賛同し、栃木県内に在住または勤務する土木学会

の会員（正会員、フェロー会員、名誉会員）  

 (2) 学生会員  栃木県内の教育機関において、土木工学の課程を習得中の土木

学会の学生会員  

 (3) 個人会員  本会の目的に賛同する個人  

 (4) 団体会員  本会の目的に賛同する団体  

  （入会と会費）  

第５条  会員となるには、別に定める入会申込書に必要事項を記入提出し、幹事

会の承認を得なければならない。  

２  会員は、次の会費を納入しなければならない。  
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 (1) 正 会 員          土木学会正会員のため、会費を免ずる。  

 (2) 学生会員  土木学会学生会員のため、会費を免ずる。  

 (3) 個人会員  年会費   2,000 円とする。  

 (4) 団体会員  年会費１口 10,000 円とする。  

  （退会）  

第６条  会員は、次の場合に退会する。  

(1)  第４条各号に規定する資格をそれぞれ失ったとき。  

(2)  会員の氏名あるいは団体名、退会する旨と退会時期を明記した退会届

（書式自由）を提出の上、幹事会の承認を得たとき。  

（除名）  

第７条  本会は、次の場合には、総会の決議によって当該会員を除名することが

できる。  

(1)  会員が本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたとき。  

（会員資格の喪失）  

第８条  前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき

は、その資格を喪失する。  

(1)  第５条の支払義務を１年以上履行しなかったとき。  

(2)  破産したとき。  

(3)  当該個人会員が死亡し又は当該団体会員が解散したとき。  

 （役員）  

第９条  本会は、次の役員を置く。  

 (1) 会    長   １名  

 (2) 副  会  長   若干名  

 (3) 幹  事  長   １名  

 (4) 副 幹 事 長       １名  

 (5) 幹    事   若干名  

 (6) 事 務 局 長       １名  

 (7) 事務局次長   １名  

 (8) 会 計 監 事              ２名  

 （役員の選任）  

第 10 条   役員の選任方法は次のとおりとする。  
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 (1) 会長及び副会長は、正会員の中から総会において選任する。  

 (2) 幹事長、副幹事長及び幹事は、会長が推薦し、総会の承認を得て決定す

る。  

 (3) 事務局長及び事務局次長は会長が委嘱する。  

 (4) 会計監事は、総会において選任する。  

 （役員の職務）  

第 11 条  役員の職務は、次のとおりとする。  

 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会の議長となる。  

(2)   副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理す

る。  

 (3) 幹事長は、会長の意を受けて幹事会を開き、本会の運営に当たる。  

 (4) 副幹事長は、幹事長を補佐し幹事長に事故のあるときには、その職務を代

理する。  

 (5) 幹事は、幹事会の定めるところに従い会務の執行に当たる。  

 (6) 事務局長は、会長の指揮を受け本会の事務を処理し、会務の運営に当た

る。  

 (7) 事務局次長は、局長を補佐し局長に事故のあるときには、その職務を代理

する。  

 (8) 会計監事は、本会の会計監査を行う。  

 （役員の任期）  

第 12 条   役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。  

 （顧問）  

第 13 条   本会は、顧問を若干名置くことができる。  

２  顧問は、幹事会の同意を得て会長が委嘱する。  

３  顧問は、会長の諮問に応ずる。  

４  顧問に関する内規は、幹事会が定める。  

 （会議）  

第 14 条  会議は、総会、幹事会とし、総会は会長が招集し、幹事会は幹事長が招

集する。  

２  総会は、毎年度当初及び必要に応じて開催し、議長は会長がこれに当たる。  

  なお、票決権は正会員・学生会員・個人会員は１名１票、団体会員は１口５
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票とし、決定に当たっては、出席者の過半数以上の同意を得るものとする。  

３  幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で構成し、議長は幹事長が当たる。  

４  幹事長は、必要と認めるときは、部会を設けることができる。  

  （事業計画、収支予算及び決算）  

第 15 条  本会の事業計画、収支予算および決算は、会長が作成し、幹事会の過半

数以上の同意を得て決定し、年度当初の総会において報告する。  

 （経費等）  

第 16 条   本会の経費は、会費、援助金及び寄附金等による。  

  （会計年度）  

第 17 条  会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。  

  （規約の変更）  

第 18 条  この規約の変更は、総会の同意を得なければならない。  

 （事務局）  

第 19 条  本会は宇都宮大学地域デザイン科学部に事務局を置く。  

２  事務局は、事務局長の指揮をうけ本会の事務を処理する。  

３  事務局には、若干名の事務局員を置く。  

  （付則）  

１  この規約は、平成８年 10 月 18 日から施行する。  

２  初年度の会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事及び会計監事は、本会設立  

 準備会で推薦し、設立総会で選任する。  

３  この変更規約は、令和２年９月５日から施行する。  
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